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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

第１章 計画策定の趣旨等 

１ 障がい福祉計画･障がい児福祉計画策定の趣旨  

  

 ２ 障がい福祉計画･障がい児福祉計画の位置付け     

 

 ３ 第７期障がい福祉計画･第３期障がい児福祉計画が目指す目的  

 

  

省 略 

第１章 計画策定の趣旨等 

１ 障がい福祉計画･障がい児福祉計画策定の趣旨  

  

 ２ 障がい福祉計画･障がい児福祉計画の位置付け     

 

 ３ 第７期障がい福祉計画･第３期障がい児福祉計画が目指す目的  

 

  

省 略 

 

資料２ 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

４ 第７期障がい福祉計画、第３期障がい児福祉計画の基本的方針                             

 

 いずれも前期計画の考え方を踏襲するとともに、第７期障がい福祉計画･

第３期障がい児福祉計画の策定に係る国の基本指針との調和を図りながら

次期計画を策定し、その施策を推進します。 

 

（１） 障がいのある人の自己決定の尊重と意思決定の支援 

   障がいのある人の自立と社会参加を実現するため、自ら決定する機会を

確保するとともに本人の意思決定を支援し、本人自らの選択と決定が尊重

される社会の実現を図ります。 

 

（２） 障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施 

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者（発達障がい者及び高次脳

機能障がい者を含む。）、難病患者等及び障がい児に対し、サービス提供事

業所や相談支援事業所との連携により、障がい種別によらない障害福祉サ

ービスの提供、充実に努めます。 

 

（３） 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の

課題に対応したサービス提供体制の整備 

   障がいのある人の地域生活への移行や就労支援などを地域全体で支え

るシステムを実現するために、ＮＰＯ等によるインフォーマルサービスの

活用も含めた地域の社会資源を最大限に活用した提供体制の整備を進め

ます。 

また、障がいのある人の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えて、地

域生活支援拠点等の機能の充実に努めます。 

 

（４） 地域共生社会の実現に向けた取組 

地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、

地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社

会の実現に向け、高齢者施策、子育て支援施策などと連携し、制度の縦割

りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、第２期小樽市地域

福祉計画と連携を図りながら包括的な支援体制の構築に努めます。 

４ 第７期障がい福祉計画、第３期障がい児福祉計画の基本的方針                             

 

 いずれも前期計画の考え方を踏襲するとともに、第７期障がい福祉計画･

第３期障がい児福祉計画の策定に係る国の基本指針との調和を図りながら

次期計画を策定し、その施策を推進します。 

 

（１） 障がいのある人の自己決定の尊重と意思決定の支援 

   障がいのある人の自立と社会参加を実現するため、自ら決定する機会を

確保するとともに本人の意思決定を支援し、本人自らの選択と決定が尊重

される社会の実現を図ります。 

 

（２） 障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施 

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者（発達障がい者及び高次脳

機能障がい者を含む。）、難病患者等及び障がい児に対し、サービス提供事

業所や相談支援事業所との連携により、障がい種別によらない障害福祉サ

ービスの提供、充実に努めます。 

 

（３） 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の

課題に対応したサービス提供体制の整備 

   障がいのある人の地域生活への移行や就労支援などを地域全体で支え

るシステムを実現するために、ＮＰＯ等によるインフォーマルサービスの

活用も含めた地域の社会資源を最大限に活用した提供体制の整備を進め

ます。 

また、障がいのある人の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えて、地

域生活支援拠点等の機能の充実に努めます。 

 

（４） 地域共生社会の実現に向けた取組 

地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、

地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社

会の実現に向け、高齢者施策、子育て支援施策などと連携し、制度の縦割

りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、第２期小樽市地域

福祉計画と連携を図りながら包括的な支援体制の構築に努めます。 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

（５） 障がい児の健やかな育成のための発達支援 

障がいのある子どものライフステージに沿って、地域の保健、医療、福

祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫

した支援を提供できる体制の構築が必要です。 

 さらに、障がいのある子どもが障がい児支援を利用することにより、地

域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障がい

の有無にかかわらず、全ての子どもが共に成長できるよう、地域社会への

参加や包容（インクルージョン）を推進します。 

また、人工呼吸器を装着している等医療的ケアの必要な子どもとその家

族が安心して地域で生活できるよう、保健、医療、福祉、保育、教育等の

関係者が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築します。 

 

（６） 障がい福祉人材の確保・定着 

障がいのある人の重度化・高齢化が進む中、様々な障がい福祉に関する

事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれを担う人材の

確保・定着を図る必要があります。そのためには、専門性を高めるための

研修の実施、多職種間の連携の推進、障がい福祉の現場が働きがいのある

魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等を行うとともに、職員の

処遇改善等による職場環境の整備や障がい福祉現場におけるハラスメン

ト対策、ＩＣＴ・ロボットの導入による事務負担の軽減、業務の効率化に

関係者が協力して取り組みます。 

 

（７） 障がい者の社会参加を支える取組の定着 

障がいのある人が、文化・芸術活動や健康づくり、スポーツ等の分野を

含め、地域でいきいきと安心して健康的に暮らすことができる社会参加

の促進に努めます。 

そのため、地域活動支援センター等における各種文化、スポーツ教室の

機会の提供、手話通訳者等の派遣や移動の支援を行うほか、図書館や点字

図書館、ボランティア団体等と連携を図りながら視覚障がいのある人等

の読書環境の整備を推進します。 

さらに、障がいのある人の情報の取得利用・意思疎通を推進するため、

障がい特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障がい当事者によ

るＩＣＴ活用等の促進を図ります。 

 

（５） 障がい児の健やかな育成のための発達支援 

障がいのある子どものライフステージに沿って、地域の保健、医療、福

祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫

した支援を提供できる体制の構築が必要です。 

 さらに、障がいのある子どもが障がい児支援を利用することにより、地

域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障がい

の有無にかかわらず、全ての子どもが共に成長できるよう、地域社会への

参加や包容（インクルージョン）を推進します。 

また、人工呼吸器を装着している等医療的ケアの必要な子どもとその家

族が安心して地域で生活できるよう、保健、医療、福祉、保育、教育等の

関係者が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築します。 

 

（６） 障害福祉人材の確保・定着 

障がいのある人の重度化・高齢化が進む中、様々な障害福祉に関する事

業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれを担う人材の確

保・定着を図る必要があります。そのためには、専門性を高めるための研

修の実施、多職種間の連携の推進、障害福祉の現場が働きがいのある魅力

的な職場であることの積極的な周知・広報等を行うとともに、職員の処遇

改善等による職場環境の整備や障害福祉現場におけるハラスメント対策、

ＩＣＴ・ロボットの導入による事務負担の軽減、業務の効率化に関係者が

協力して取り組みます。 

 

（７） 障がい者の社会参加を支える取組の定着 

障がいのある人が、文化・芸術活動や健康づくり、スポーツ等の分野を

含め、地域でいきいきと安心して健康的に暮らすことができる社会参加

の促進に努めます。 

そのため、手話通訳者等の派遣や移動の支援を行うほか、図書館や点字

図書館、ボランティア団体等と連携を図りながら視覚障がいのある人等

の読書環境の整備を推進します。 

 

さらに、障がいのある人の情報の取得利用・意思疎通を推進するため、

障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるＩ

ＣＴ活用等の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックコメント意見 NO.３による修正 

 

 

 

 

文言整理 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

５ 第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画の期間                              

 

  第７期小樽市障がい福祉計画は、第６期障害福祉計画で策定した施策や数

値目標等の必要な見直しを行い、令和６年度から８年度までの３か年を計画

期間とするものです。 

 また、第３期小樽市障がい児福祉計画も、第７期障がい福祉計画と併せて、

令和６年度から８年度を計画期間とします。 

 

 

 

図表は省略 

５ 第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画の期間                              

 

  第７期小樽市障がい福祉計画は、第６期障害福祉計画で策定した施策や数

値目標等の必要な見直しを行い、令和６年度から８年度までの３か年を計画

期間とするものです。 

 また、第３期小樽市障がい児福祉計画も、第７期障がい福祉計画と併せて、

令和６年度から８年度を計画期間とします。 

 

 

 

図表は省略 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

６ 第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画の策定に当たって                             

 

（１）計画の見直し体制 

ア 協議会における協議 

障害者総合支援法の規定に基づき設置している「小樽市障がい児・

者支援協議会」において協議を行いました。 

また、この協議会における「地域生活サポート部会」や、「就労支

援部会」、「福祉いどばた部会」等において、福祉や介護等関係機関、

当事者や家族の方などから幅広い意見を伺いました。 

イ 庁内関係部局との連携 

市の福祉保険部やこども未来部、保健所、教育委員会等における関

係部署との協議・調整を行いました。 

 

<小樽市障がい児・者支援協議会> 

    ○ 障害者総合支援法第 89 の 3 の規定に基づき、設置している。 

    ○ 福祉団体、障害者関係団体、親の会等の代表者で構成され、小樽市

障がい福祉計画に関することは、この協議会で所掌する。 

 

図表は省略 

 

（２）ニーズ等の把握        

本計画の数値目標や障害福祉サービス等の必要量を見込むに当たって

は、第６期障害福祉計画における計画期間内の利用実態の分析をすると

ともに、障害福祉サービス事業所の開設状況や、福祉関係機関関係者の意

見などを踏まえ、ニーズの把握に努めました。 

また、広く市民の皆様の意見を伺うため、令和６年１月から２月にか

けてパブリックコメントを実施しました。 

 

（３）北海道との連携 

本計画の策定に当たっては、北海道の示す「第７期北海道障がい福祉

計画」及び「第３期北海道障がい児福祉計画」に基づく北海道の目指す

方向と整合性を図りつつ、本市の実情等を踏まえ作成しました。 

６ 第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画の策定に当たって                             

 

（１）計画の見直し体制 

ア 協議会における協議 

障害者総合支援法の規定に基づき設置している「小樽市障がい児・

者支援協議会」において協議を行いました。 

また、この協議会における「地域生活サポート部会」や、「就労支

援部会」、「福祉いどばた部会」等において、福祉や介護等関係機関、

当事者や家族の方などから幅広い意見を伺いました。 

イ 庁内関係部局との連携 

市の福祉保険部やこども未来部、保健所、教育委員会等における関

係部署との協議・調整を行いました。 

 

<小樽市障がい児・者支援協議会> 

    ○ 障害者総合支援法第 89 の 3 の規定に基づき、設置している。 

    ○ 福祉団体、障害者関係団体、親の会等の代表者で構成され、小樽市

障がい福祉計画に関することは、この協議会で所掌する。 

 

図表は省略 

 

（２）ニーズ等の把握        

本計画の数値目標や障害福祉サービス等の必要量を見込むに当たって

は、第６期障害福祉計画における計画期間内の利用実態の分析をすると

ともに、障害福祉サービス事業所の開設状況や、福祉関係機関関係者の意

見などを踏まえ、ニーズの把握に努めました。 

また、広く市民の皆様の意見を伺うため、パブリックコメントを実施

しました。 

 

（３）北海道との連携 

本計画の策定に当たっては、北海道の示す「第７期北海道障がい福祉

計画」及び「第３期北海道障がい児福祉計画」に基づく北海道の目指す

方向と整合性を図りつつ、本市の実情等を踏まえ作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックコメント意見 NO.１２による修正 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

第２章 障がい者の現状及びサービス提供基盤の状況 

１ 人口の推移                  

人口の推移をみると、平成３０年度から令和４年度にかけて、年少人口（０

～１４歳）は約１２．４％、生産年齢人口（１５～６４歳）は約８．５％、

６５歳以上の老年人口は約３．１％、それぞれ減少しています。また、総人

口に占める６５歳以上の割合は、約４０．０％から約４１．６％へ増加して

おり、高齢化が進んでいます。 

 

図表は省略 

 

  

２ 障害者手帳交付者数の推移         

障害者手帳交付者数の総人口に占める割合は、ほぼ横ばいで推移していま

すが、令和４年３月現在の北海道の数値（約 8.0％※）との比較ではやや低

くなっています。（※北海道「障害者手帳交付状況」、総務省統計局「令和４

年１０月人口推計」） 

また、知的障がい及び精神障がいに係る交付者数は増加傾向にありますが、

相談支援機関の充実や社会における理解が進んできたことが理由として考

えられます。 

 

図表は省略 

 

第２章 障がい者の現状及びサービス提供基盤の状況 

１ 人口の推移                  

人口の推移をみると、平成３０年度から令和４年度にかけて、年少人口（０

～１４歳）は約１２．４％、生産年齢人口（１５～６４歳）は約８．５％、

６５歳以上の老年人口は約３．１％、それぞれ減少しています。また、総人

口に占める６５歳以上の割合は、約４０．０％から約４１．６％へ増加して

おり、高齢化が進んでいます。 

 

図表は省略 

  

 

２ 障害者手帳交付者数の推移         

障害者手帳交付者数の総人口に占める割合は、ほぼ横ばいとなっています。 

身体障害手帳の交付者は減少していますが、知的障がい及び精神障がいに

係る交付者は増加の傾向にあります。 

 

 

 

 

図表は省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックコメント意見 NO.１７による修正 

パブリックコメント意見ＮＯ,１８による修正 

 

 

 

障害者手帳交付者数 410,906 人 

 

人口推計 5,140 千人 

 

410,906÷5,140,000＝７．９９％ 

            ≒約 8.0％ 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

（１）身体障がい者（児）の状況 

 

①身体障害者手帳交付者数の推移 

人口の減少に伴い、身体障害者手帳交付者は年々減少していますが、その

うち６５歳以上の方が占める割合は約８割で横ばいとなっています。 

また、障がい種類別に交付者の割合の推移をみると、肢体不自由・視覚障

がいは減少していますが、内部障がいは増加、そのほかの障がいはほぼ横ば

いとなっています。 

 

図表は省略 

 

（２）知的障がい者（児）の状況 

療育手帳交付者は、年々増加しています。 

また、等級判定別にみると、A 判定を受けた方はほぼ横ばいで推移してい

るものの、B 判定を受けた方が増加しています。 

 

図表は省略 

 

（３）精神障がい者（児）の状況 

精神障害者保健福祉手帳交付者は、全体では増加傾向にあります。いずれ

の年度も２級判定を受けた方が約６割を占めており、１級判定を受けた方の

割合は減少傾向、３級判定を受けた方の割合は増加傾向にあります。 

 

図表は省略 

 

（１）身体障がい者（児）の状況 

 

①身体障害者手帳交付者数の推移 

身体障害者手帳交付者は減少していますが、そのうち６５歳以上の方が

占める割合は増加傾向にあります。 

また、障がい種類別に交付者の割合の推移をみると、肢体不自由・視覚

障がいは減少していますが、内部障がいは増加、そのほかの障がいはほぼ

横ばいとなっています。 

 

図表は省略 

 

（２）知的障がい者（児）の状況 

療育手帳交付者は、年々増加しています。 

また、等級判定別にみると、A 判定を受けた方はほぼ横ばいで推移してい

るものの、B 判定を受けた方が増加しています。 

 

図表は省略 

 

（３）精神障がい者（児）の状況 

精神障害者保健福祉手帳交付者は、増加傾向にあります。いずれの年度も

２級判定を受けた方が約６割を占めており、３級判定を受けた方の割合は増

加傾向にあります。 

 

図表は省略 

 

 

 

 

パブリックコメント意見 NO.２０による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックコメント意見 NO.３０による修正 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

３ 主なサービス提供基盤の整備状況         

障害福祉サービスは、障がいのある人の在宅生活、施設生活を支援するた

めに提供されるサービスで、「訪問系サービス」、「日中活動系サービス」、「居

住系サービス」に分かれます。また、障がいのある子ども及び支援が必要な

子どもに対し、「障害児通所支援」サービスがあります。 

小樽市内には様々なサービスを提供する事業所があり、日中活動及び社会

参加活動の場として重要な役割を果たしています。 

 

（１）訪問系サービス 

主に在宅で受けるサービスです。 

介護人材不足のため、事業所数は減少傾向にあります。 

 

図表は省略 

 

（２）日中活動系サービス 

事業所へ通所して受けるサービスです。  

短期入所を行う事業所が増加したほか、就労継続支援を提供する事業所

が、Ａ型事業所、Ｂ型事業所いずれも増加しています。 

それ以外のサービスを提供する事業所は、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

図表は省略 

 

（３）居住系サービス 

入所施設等で夜間に住まいの場として受けるサービスです。 

入所施設数は変更ありませんが、共同生活援助（グループホーム）が増

加しています。 

 

図表は省略 

３ 主なサービス提供基盤の整備状況         

障害福祉サービスは、障がいのある人の在宅生活、施設生活を支援するた

めに提供されるサービスで、「訪問系サービス」、「日中活動系サービス」、「居

住系サービス」に分かれます。また、障がいのある子ども及び支援が必要な

子どもに対し、「障害児通所支援」サービスがあります。 

小樽市内には様々なサービスを提供する事業所があり、日中活動及び社会

参加活動の場として重要な役割を果たしています。 

 

（１）訪問系サービス 

主に在宅で受けるサービスです。 

介護人材不足のため、事業所数は減少傾向にあります。 

 

図表は省略 

 

（２）日中活動系サービス 

事業所へ通所して受けるサービスです。  

短期入所を行う事業所が増加したほか、就労継続支援を提供する事業所

が、Ａ型事業所、Ｂ型事業所いずれも増加しています。 

それ以外のサービスを提供する事業所は、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

図表は省略 

 

（３）居住系サービス 

入所施設等で夜間に住まいの場として受けるサービスです。 

入所施設数は変更ありませんが、共同生活援助（グループホーム）が増

加しています。 

 

図表は省略 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

（４）障害児通所支援 

障がいのある子ども、支援を必要とする子どもが通所して、又は当該

子どもの居宅を訪問して療育や訓練を受けることができるサービスで

す。 

児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を行う事

業所が、それぞれ増加しています。 

 

図表は省略 

 

第３章 計画推進の具体的な取組 

第７期障がい福祉計画、第３期障がい児福祉計画の推進に当たり、次に掲

げる施策等に取り組みます。 

 

１ 障害福祉サービスの提供体制の確保      

（１）訪問系サービスの推進 

障がいのある人が在宅で、障がい種別にかかわらず、必要なサービス

（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等）を受けながら、自

立した生活を送ることができるよう、サービス提供事業者や相談支援事

業所と連携を図りながら、訪問系サービスの充実に努めます。 

 

（２）日中活動系サービスの充実 

障がいのある人の日中活動の場や社会参加活動の場、さらには地域生

活や就労に向けた訓練の場として、希望するサービス（生活介護、自立

訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護等）や、介護者が病気の

ときなどに利用できる短期入所や日中一時支援を提供できるよう、サー

ビス提供事業者との連携によるサービスの受入体制の確保に努めます。 

 

 

 

（４）障害児通所支援 

障がいのある子ども、支援を必要とする子どもが通所して、又は当該

子どもの居宅を訪問して療育や訓練を受けることができるサービスで

す。 

児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を行う事

業所が、それぞれ増加しています。 

 

図表は省略 

 

第３章 計画推進の具体的な取組 

第７期障がい福祉計画、第３期障がい児福祉計画の推進に当たり、次に掲

げる施策等に取り組みます。 

 

１ 障害福祉サービスの提供体制の確保      

（１）訪問系サービスの推進 

障がいのある人が在宅で、障がい種別にかかわらず、必要なサービス

（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等）を受けながら、自

立した生活を送ることができるよう、サービス提供事業者や相談支援事

業所と連携を図りながら、訪問系サービスの充実に努めます。 

 

（２）日中活動系サービスの充実 

障がいのある人の日中活動の場や社会参加活動の場、さらには地域生

活や就労に向けた訓練の場として、希望するサービス（生活介護、自立

訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護等）や、介護者が病気の

ときなどに利用できる短期入所や日中一時支援を提供できるよう、サー

ビス提供事業者との連携による日中活動系サービスの充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックコメント意見 NO.４５による修正 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

（３）地域生活への移行の環境整備 

障がいのある人が、地域において自立した生活を送ることができる居

住の場として、共同生活援助（グループホーム）が重要な役割を果たし

ています。このため、社会福祉法人や NPO 法人等による、障がいの重

い方にも対応したグループホームの整備を推進します。 

 

（４）地域生活への移行・定着 

施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する障がいの

ある人について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、定期

的な訪問や随時の対応により、適切な支援を行うことができるよう、関

係する事業者等との連携による支援体制づくりを行います。 

 

（５）地域生活支援の拠点等の整備と機能の充実 

障がいのある人の重度化･高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、

地域移行を進めるため、重度障がいにも対応できる専門性を有し、障が

いのある人やその家族の緊急事態にも対応できるよう地域生活支援拠点

等の整備とその機能の充実に努めます。 

 

（６）就労定着に向けた支援の推進 

障がいのある人が就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した場

合で、就労に伴う環境変化により生活面での課題が生じたときに、就労

定着支援事業者と障がいのある人との相談を通じて生活面の課題を把握

し、課題の解決に向けて必要な支援を行うことで、職場定着を図れるよ

う体制づくりを行います。 

 

（７）情報の取得・利用、意思疎通の円滑化 

障がいのある人が、障がいの種類や程度に応じた手段を選択し、障が

いの有無にかかわらず、同一内容の情報を同一時点において取得できる

よう、障がい特性に配慮した意思疎通支援や障がい当事者によるＩＣＴ

の活用、音声コードの普及・活用、点訳・録音図書の貸出等による読書

バリアフリーの推進に努めます。 

 

（３）地域生活への移行の環境整備 

障がいのある人が、地域において自立した生活を送ることができる居

住の場として、共同生活援助（グループホーム）が重要な役割を果たし

ています。このため、社会福祉法人や NPO 法人等による、障がいの重

い方にも対応したグループホームの整備を推進します。 

 

（４）地域生活への移行・定着 

施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する障がいの

ある人について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、定期

的な訪問や随時の対応により、適切な支援を行うことができるよう、関

係する事業者等との連携による支援体制づくりを行います。 

 

（５）地域生活支援の拠点等の整備と機能の充実 

障がいのある人の重度化･高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、

地域移行を進めるため、重度障がいにも対応できる専門性を有し、障が

いのある人やその家族の緊急事態にも対応できるよう地域生活支援拠点

等の整備とその機能の充実に努めます。 

 

（６）就労定着に向けた支援の推進 

障がいのある人が就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した場

合で、就労に伴う環境変化により生活面での課題が生じたときに、就労

定着支援事業者と障がいのある人との相談を通じて生活面の課題を把握

し、課題の解決に向けて必要な支援を行うことで、職場定着を図れるよ

う体制づくりを行います。 

 

（７）情報の取得・利用、意思疎通の円滑化 

障がいのある人が、障がいの種類や程度に応じた手段を選択し、障が

いの有無にかかわらず、同一内容の情報を同一時点において取得できる

よう、障がい特性に配慮した意思疎通支援や障がい当事者によるＩＣＴ

の活用、音声コードの普及・活用、点訳・録音図書の貸出等による読書

バリアフリーの推進に努めます。 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

２ 相談支援の提供体制の確保   

 

（１）相談支援体制の構築 

地域における相談支援の中核機関である｢基幹相談支援センター｣業務を

担う小樽市と、委託相談支援事業所や指定特定相談支援事業所、障害児相

談支援事業所等が緊密に連携しながら、障がいのある人が地域で安心して

生活できるよう、相談支援体制の充実に努めます。 

 
（２）地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 

障がいのある人が、障害者支援施設や病院等から地域での生活へ移行す

る際に、相談支援事業所が中心となり、関係機関と連携しながら支援する

体制を確保します。 

また、地域生活へ移行した障がいのある人が、地域に定着して安心し

て暮らすことができるよう、常時の連絡体制を確保し、緊急時に必要な支

援を行う体制の充実を図ります。 
 

 

３ 障がい児支援の提供体制の確保   

 

（１）相談支援体制の確立 

小樽市こども発達支援センター及び｢児童発達支援センター」である小樽

市さくら学園を中心に、障害児相談支援事業所、委託相談支援事業所及び

指定特定相談支援事業所などと連携しながら、障がいのある子どもとその

保護者が地域で安心して生活できるよう、相談支援体制の充実に努めます。 

また、妊娠期から子育て期のあらゆる相談に応じる「小樽市子育て世代

包括支援センター」をはじめ、子育てに関する各種相談窓口や発達障がい

のある子どもの子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニン

グを受けたペアレントメンターによる活動などとの連携を図り、家族支援

体制の整備に努めます。 

 

 

２ 相談支援の提供体制の確保   

 

（１）相談支援体制の構築 

地域における相談支援の中核機関である｢基幹相談支援センター｣業務を

担う小樽市と、委託相談支援事業所や指定特定相談支援事業所、障害児相

談支援事業所等が緊密に連携しながら、障がいのある人が地域で安心して

生活できるよう、相談支援体制の充実に努めます。 

 
（２）地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 

障がいのある人が、障害者支援施設や病院等から地域での生活へ移行す

る際に、相談支援事業所が中心となり、関係機関と連携しながら支援する

体制を確保します。 

また、地域生活へ移行した障がいのある人が、地域に定着して安心し

て暮らすことができるよう、常時の連絡体制を確保し、緊急時に必要な支

援を行う体制の充実を図ります。 
 

 

３ 障がい児支援の提供体制の確保   

 

（１）相談支援体制の確立 

小樽市こども発達支援センター及び｢児童発達支援センター」である小樽

市さくら学園を中心に、障害児相談支援事業所、委託相談支援事業所及び

指定特定相談支援事業所などと連携しながら、障がいのある子どもとその

保護者が地域で安心して生活できるよう、相談支援体制の充実に努めます。 

また、妊娠期から子育て期のあらゆる相談に応じる「小樽市子育て世代

包括支援センター」をはじめ、子育てに関する各種相談窓口や発達障がい

のある子どもの子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニン

グを受けたペアレントメンターによる活動などとの連携を図り、家族支援

体制の整備に努めます。 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

 
（２）保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した切れ

目のない支援体制の構築 

障がいのある子どもや支援を要する子ども、又はその保護者についての

正しい知識や理解と合理的配慮が適切になされ、子どもの成長段階や障が

いの特性に応じた支援の充実が図られるよう、保健所、保育所や認定こど

も園、幼稚園・学校等の教育機関、医療機関、障害児相談支援事業所、障

害児通所支援事業所などやそれらに従事する職員等との一層の連携強化に

努めます。 

また、就学時及び卒業時において、支援が円滑に引き継がれることも含

め、学校、障害児相談支援事業所、障害児通所支援事業所、就労移行支援

等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密な連携を図る体制の構築

に努めます。 
 

（３）地域社会への参加・包容の推進 

障がいのある子どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）を

推進するため、障がいのある子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、

関係部局と連携を図りながら把握に努めるほか、保育所等訪問支援を活用

し、障害児通所支援事業所等が保育所や認定こども園、幼稚園、放課後児

童クラブ、小学校及び特別支援学校等の育ちの場での支援体制の充実を図

ります。 

 

（４）特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備 

重症心身障がいのある子どもや医療的ケアを必要とする子どもが、身近

な地域で必要な支援が受けられるよう、定期的に現状やニーズを把握する

とともに、保健所、医療機関、障害児通所支援事業所、障害児相談支援事

業所、学校等の関係者が連携を図るための協議の場である「小樽市医療的

ケア児及びその家族に対する支援検討会議」を活用しながら、各関連分野

が共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制の充実に努めます。 

また、重度の障がいがあるため、児童発達支援等の通所支援を受けるた

めに外出をすることが困難な障がいのある子どもに対し、居宅で発達支援

のサービスを提供できるよう、ニーズの把握や関係機関との連携に努めま

す。 

 

 
（２）保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した切れ

目のない支援体制の構築 

障がいのある子どもや支援を要する子ども、又はその保護者についての

正しい知識や理解と合理的配慮が適切になされ、子どもの成長段階や障が

いの特性に応じた支援の充実が図られるよう、保健所、保育所や認定こど

も園、幼稚園・学校等の教育機関、医療機関、障害児相談支援事業所、障

害児通所支援事業所などやそれらに従事する職員等との一層の連携強化に

努めます。 

また、就学時及び卒業時において、支援が円滑に引き継がれることも含

め、学校、障害児相談支援事業所、障害児通所支援事業所、就労移行支援

等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密な連携を図る体制の構築

に努めます。 
 

（３）地域社会への参加・包容の推進 

障がいのある子どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）を

推進するため、障がいのある子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、

関係部局と連携を図りながら把握に努めるほか、保育所等訪問支援を活用

し、障害児通所支援事業所等が保育所や認定こども園、幼稚園、放課後児

童クラブ、小学校及び特別支援学校等の育ちの場での支援体制の充実を図

ります。 

 

（４）特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備 

重症心身障がいのある子どもや医療的ケアを必要とする子どもが、身近

な地域で必要な支援が受けられるよう、定期的に現状やニーズを把握する

とともに、保健所、医療機関、障害児通所支援事業所、障害児相談支援事

業所、学校等の関係者が連携を図るための協議の場である「小樽市医療的

ケア児及びその家族に対する支援検討会議」を活用しながら、各関連分野

が共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制の充実に努めます。 

また、重度の障がいがあるため、児童発達支援等の通所支援を受けるた

めに外出をすることが困難な障がいのある子どもに対し、居宅で発達支援

のサービスを提供できるよう、ニーズの把握や関係機関との連携に努めま

す。 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

第４章 令和８年度における成果目標の設定 

成果目標の設定については、国の基本指針及び北海道の障害福祉計画につ

いての基本的な考え方を踏まえるとともに、第６期障害福祉計画の実績や本

市の実情を勘案し、令和８年度を目標年度として、次に掲げる事項について

数値目標を設定します。 

 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行    

 

国の基本指針に定める目標値 

・地域生活移行者数：令和４年度末施設入所者数の６％以上 

・施設入所者数：令和４年度末施設入所者数から５％以上削減 

 

 [ ６期計画の目標と進捗状況 ] 

項  目 
令和５年度末（令和６

年３月）の目標 

令和４年度末（令和５

年３月）の実績 
進捗率 

地域生活移行者数 ９人 

上記施設入所者数の

６%以上 

0 人 0％ 

施設入所者減少見込数 ５人減少 

上記施設入所者数の１.

６％以上削減 

３人増加 ― 

令和元年度末における、本市が支給決定を行い、市内や道内各地の福祉

施設に入所している障がい者数（施設入所者数）２６６人に対し、地域生

活移行者数の目標は９人としていましたが、令和４年度末の実績は 0 人と

なっています。 

また、令和４年度末時点の施設入所者は２６９人となり、令和元年度末

と比較して３名の増加となっています。 

いずれも、施設入所者の高齢化や障がい程度の重度化が進んでいること

から、第６期障害福祉計画の目標達成は困難な状況です。 

[ 地域生活への移行目標（令和８年度末） ] 

項  目 

国の目標値 
本市の目標値と考え方 

数 値 考え方 

地域生活移行者数 １６人 上記施設入所者数の６%以上 ９人（3.3％以上） 

施設入所者減少見込数 １４人 上記施設入所者数の 5％以上削減 ５人（1.6％以上削減） 

 

第４章 令和８年度における成果目標の設定 

成果目標の設定については、国の基本指針及び北海道の障害福祉計画につ

いての基本的な考え方を踏まえるとともに、第６期障害福祉計画の実績や本

市の実情を勘案し、令和８年度を目標年度として、次に掲げる事項について

数値目標を設定します。 

 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行    

 

国の基本指針に定める目標値 

・地域生活移行者数：令和４年度末施設入所者数の６％以上 

・施設入所者数：令和４年度末施設入所者数から５％以上削減 

 

 [ ６期計画の目標と進捗状況 ] 

項  目 
令和５年度末（令和６

年３月）の目標 

令和４年度末（令和５

年３月）の実績 
進捗率 

地域生活移行者数 ９人 

上記施設入所者数の

６%以上 

0 人 0％ 

施設入所者減少見込数 ５人減少 

上記施設入所者数の１.

６％以上削減 

３人増加 ― 

令和元年度末における、本市が支給決定を行い、市内や道内各地の福祉

施設に入所している障がい者数（施設入所者数）２６６人に対し、地域生

活移行者数の目標は９人としていましたが、令和４年度末の実績は 0 人と

なっています。 

また、令和４年度末時点の施設入所者は２６９人となり、令和元年度末

と比較して３名の増加となっています。 

いずれも、施設入所者の高齢化や障がい程度の重度化が進んでいること

から、第６期障害福祉計画の目標達成は困難な状況です。 

[ 地域生活への移行目標（令和８年度末） ] 

項  目 

国の目標値 
本市の目標値と考え方 

数 値 考え方 

地域生活移行者数 １６人 上記施設入所者数の６%以上 ９人（3.3％以上） 

施設入所者減少見込数 １４人 上記施設入所者数の 5％以上削減 ５人（1.6％以上削減） 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

今後も施設入所者の高齢化・障がいの重度化が進み、地域移行が伸び悩む

と考えられることから、国の考え方に基づいて算出される目標値と実績値と

の乖離が大きくなることが想定されます。このため、第７期計画では、本市

の現状に鑑み、第６期計画と同一の数値目標を設定します。 

また、今後の地域移行を進めるためには、障がいの重い方を受け入れるグ

ループホームの整備を推進するとともに、地域生活への移行や地域定着のた

めの支援体制の充実を継続していく必要があります。 

 

２ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築  

長期入院をしている精神障がい者の地域移行を進めるに当たっては、医療

機関や地域の相談支援事業者による努力だけではなく、自治体を中心とした

地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加えて、地域住民の協力を得

ながら、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる社会を構築していく必

要があります。 

本市において、精神障がい者の地域移行を進めるための成果目標を設定す

るに当たっては、本市の第６期障害福祉計画の成果目標となっていた保健、

医療、福祉関係者による協議の場の設置について達成できていませんので、

これを引き続き第７期計画の成果目標とし、後志圏域地域生活移行支援協議

会等の意見も参考にしながら、取組を進めます。 

 

３ 地域生活支援拠点等における機能の充実    

 

国の基本指針に定める目標 

 令和８年度末までに各市町村（複数市町村による共同整備を含

む。）において整備するとともに、その機能の充実のため、年１回以

上運用状況を検証及び検討することを基本とする。 

 

「地域生活支援拠点」は、障がいのある人の重度化･高齢化や「親亡き後」

に備えるとともに、強度行動障がいを有する障がい者等にも対応できる専門

性を有し、障がいのある人やその家族の緊急事態に対応するなど、障がいの

ある人が地域で安心して暮らすことのできるための体制として、各自治体の

実情に応じた創意工夫により整備をするものです。 

 

今後も施設入所者の高齢化・障がいの重度化が進み、地域移行が伸び悩む

と考えられることから、国の考え方に基づいて算出される目標値と実績値と

の乖離が大きくなることが想定されます。このため、第７期計画では、本市

の現状に鑑み、第６期計画と同一の数値目標を設定します。 

また、今後の地域移行を進めるためには、障がいの重い方を受け入れるグ

ループホームの整備を推進するとともに、地域生活への移行や地域定着のた

めの支援体制の充実を継続していく必要があります。 

 

２ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築  

長期入院をしている精神障がい者の地域移行を進めるに当たっては、医療

機関や地域の相談支援事業者による努力だけではなく、自治体を中心とした

地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加えて、地域住民の協力を得

ながら、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる社会を構築していく必

要があります。 

本市において、精神障がい者の地域移行を進めるための成果目標を設定す

るに当たっては、本市の第６期障害福祉計画の成果目標となっていた保健、

医療、福祉関係者による協議の場の設置について達成できていませんので、

これを引き続き第７期計画の成果目標とし、後志圏域地域生活移行支援協議

会等の意見も参考にしながら、取組を進めます。 

 

３ 地域生活支援拠点等における機能の充実    

 

国の基本指針に定める目標 

 令和８年度末までに各市町村（複数市町村による共同整備を含

む。）において整備するとともに、その機能の充実のため、年１回以

上運用状況を検証及び検討することを基本とする。 

 

「地域生活支援拠点」は、障がいのある人の重度化･高齢化や「親亡き後」

に備えるとともに、強度行動障害を有する障がい者等にも対応できる専門性

を有し、障がいのある人やその家族の緊急事態に対応するなど、障がいのあ

る人が地域で安心して暮らすことのできるための体制として、各自治体の実

情に応じた創意工夫により整備をするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 



令和６年２月２６日 

福祉総合相談室 

小樽市障がい福祉計画・障がい児福祉計画新旧対照表 

15 

 

パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

項 目 目 標 備      考 

地域生活支援拠点

の整備 面的整備 

地域の様々な機関がその機能

を分担し、市がその役割をコ

ーディネートする。 

運用状況の検証及

び検討 年 1 回以上 

体制や機能が実情に適してい

るかなど、自立支援協議会等

を活用し、検証及び検討する。 

 

本市では、地域における複数の機関が分担して機能を担う「地域生活支援拠

点等」として令和３年度に面的整備を行っています。また、その機能の充実を

図るため、「小樽市障がい児・者支援協議会」において、年１回以上運用状況を

検証及び検討します。 

 

図表は省略 

 

４ 福祉施設から一般就労への移行等   

 

国の基本指針に定める目標値 

・就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）

利用者の一般就労移行者数： 令和３年度実績の 1.28 倍以上に 

・それぞれ令和３年度の移行実績に対し、 

就労移行支援事業：1.31 倍以上、就労継続支援 A 型事業：1.29 倍以上、

就労継続支援 B 型事業：1.28 倍以上に 

・就労定着支援事業利用者数：令和３年度の 1.41 倍以上に 

・就労定着率７割以上の就労定着支援事業所：全体の２割５分以上に 

※令和５年度末において、第６期計画における数値目標が達成できないことが

見込まれる場合は、未達成割合を令和８年度末における各々の目標値に加え

た割合を目標値とする。 

 

 

項 目 数   値 備      考 

地域生活支援拠点

の整備 面的整備 

地域の様々な機関がその機能

を分担し、市がその役割をコ

ーディネートする。 

運用状況の検証及

び検討 1 回 

体制や機能が実情に適してい

るかなど、自立支援協議会等

を活用し、検証及び検討する。 

 

本市では、地域における複数の機関が分担して機能を担う「地域生活支援拠

点等」として令和３年度に面的整備を行っています。また、その機能の充実を

図るため、「小樽市障がい児・者支援協議会」において、年１回以上運用状況を

検証及び検討します。 

 

図表は省略 

 

４ 福祉施設から一般就労への移行等   

 

国の基本指針に定める目標値 

・就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）

利用者の一般就労移行者数： 令和３年度実績の 1.28 倍以上に 

・それぞれ令和３年度の移行実績に対し、 

就労移行支援事業：1.31 倍以上、就労継続支援 A 型事業：1.29 倍以上、

就労継続支援 B 型事業：1.28 倍以上に 

・就労定着支援事業利用者数：令和３年度の 1.41 倍以上に 

・就労定着率７割以上の就労定着支援事業所：全体の２割５分以上に 

 

 

 

パブリックコメント意見 NO.３８による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２/14 の関係部長会議の意見を踏まえた修正 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

[ ６期計画の目標と達成状況 ] 

項  目 令和５年度目標 令和４年度実績 達成状況（％） 

就労移行支援事業等か

ら一般就労への移行者

数 

17 人 10 人 59 

就労移行支援事業の一

般就労移行者数 
7 人 2 人 29 

就労継続支援Ａ型事業

の一般就労移行者数 
1 人 5 人 100 

就労継続支援Ｂ型事業

の一般就労移行者数 
10 人 3 人 30 

 

第６期障害福祉計画の目標は、就労継続支援Ａ型事業の一般就労移行者

数を除き、達成が困難な状況です。 

 

[ 第７期障がい福祉計画における福祉施設から一般就労への移行目標 ] 

第７期障がい福祉計画では、国の指針に基づき目標値を設定し、今後も

本人の意向や障がい者雇用制度の動向を踏まえつつ、就労移行支援事業所

や、ハローワーク、小樽後志地域障がい者就業・生活支援センターひろば、

民間企業等と連携を一層強化し、就労に関する情報共有を進めるとともに、

障がいのある人の就労についての理解や配慮の促進に努め、個々の適性に

応じた一般就労への移行を支援します。 

また、障がいのある人が一般就労した場合に、「就労定着支援」サービス

を活用し不安や心配事を軽減しながら、職場に定着できるよう支援します。 

 

[ ６期計画の目標と達成状況 ] 

項  目 令和５年度目標 令和４年度実績 未達成割合 

就労移行支援事業等から

一般就労への移行者数 
17 人 10 人 0.41 

就労移行支援事業の一般

就労移行者数 
7 人 2 人 0.71 

就労継続支援Ａ型事業の

一般就労移行者数 
1 人 5 人 ― 

就労継続支援Ｂ型事業の

一般就労移行者数 
10 人 3 人 0.70 

 

第６期障害福祉計画の目標は、就労継続支援Ａ型事業の一般就労移行者

数を除き、達成が困難な状況です。 

 

[ 第７期障がい福祉計画における福祉施設から一般就労への移行目標 ] 

第７期障がい福祉計画では、国の指針に基づき目標値を設定し、今後も

本人の意向を踏まえつつ、就労移行支援事業所や、ハローワーク、小樽後

志地域障がい者就業・生活支援センターひろば、民間企業等と連携を一層

強化し、就労に関する情報共有を進めるとともに、障がいのある人の就労

についての理解や配慮の促進に努め、個々の適性に応じた一般就労への移

行を支援します。 

また、障がいのある人が一般就労した場合に、「就労定着支援」サービス

を活用し不安や心配事を軽減しながら、職場に定着できるよう支援します。 

 

 

 

パブリックコメント意見 NO.３９による修正 

２/14 の関係部長会議の意見を踏まえた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックコメント意見 NO.４８による修正 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

１ 一般就労移行者数 

     項  目 数 値 備   考 

令和３年度の一般就労移

行者数 
１４人 

就労移行支援事業等を通

じ、一般就労した者の数 

目標値：令和８年度の一般

就労移行者数 
２４人 

令和３年度一般就労移行

実績の 1.69※（1.28＋

0.41）倍以上 

 

２ 就労移行支援事業の一般就労への移行 

項  目 数 値 備   考 

令和３年度の移行実績 8 人  

目標値：令和８年度の一般就

労移行者数 

１７人 

令和３年度一般就労移行

実績の 2.02※（1.31＋

0.71）倍以上 

 

３ 就労継続支援 A 型事業の一般就労への移行 

項  目 数 値 備   考 

令和３年度の移行実績 0 人  

目標値：令和８年度の一般就

労移行者数 

５人 令和４年度実績値 

 就労継続支援 A 型事業については、令和３年度の移行実績が０人ですが、

令和４年度の移行実績が５人のため、令和８年度においても令和４年度の実績

を維持することを目標とします。 

 

 

 

１ 一般就労移行者数 

     項  目 数 値 備   考 

令和３年度の一般就労移

行者数 
１４人 

就労移行支援事業等を通

じ、一般就労した者の数 

目標値：令和８年度の一般

就労移行者数 
２４人 

令和３年度一般就労移行

実績の 1.69※（1.28＋

0.41）倍以上 

 

２ 就労移行支援事業の一般就労への移行 

項  目 数 値 備   考 

令和３年度の移行実績 8 人  

目標値：令和８年度の一般就

労移行者数 

１７人 

令和３年度一般就労移行

実績の 2.02※（1.31＋

0.71）倍以上 

 

３ 就労継続支援 A 型事業の一般就労への移行 

項  目 数 値 備   考 

令和３年度の移行実績 0 人  

目標値：令和８年度の一般就

労移行者数 

1 人 

令和３年度一般就労移行

実績の概ね1.29※（1.29

＋0）倍以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックコメント意見 NO.６による修正 

２/14 の関係部長会議の意見を踏まえた修正 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

４ 就労継続支援 B 型事業の一般就労への移行 

項  目 数 値 備   考 

令和３年度の移行実績 6 人  

目標値：令和８年度の一般就

労移行者数 

１２人 

令和３年度一般就労移行

実績の概ね1.98※（1.28

＋0.70）倍以上 

※国の基本指針に基づき、第６期障害福祉計画で定めた令和５年度末の目標値

に対する未達成割合を、令和８年度末におけるそれぞれの目標値に加えた

値。 

 

５ 障がい児支援の提供体制の整備 

 

国の基本指針に定める目標値 

・児童発達支援センターを市町村に少なくとも１ヶ所以上設置 

 ・全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包容「（インクルー

ジョン）を推進する体制を構築 

 ・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサ

ービス事業所を各市町村に少なくとも１箇所以上確保 

 ・医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、令和８年度末までに、

保健、医療、福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の

場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置

することを基本とする。 

 

 

・  本市では、小樽市こども発達支援センター及び「児童発達支援センター」

である小樽市さくら学園が、障がいのある子どもへの支援体制の中核的な

役割を果たしており、今期においても専門的な相談や、療育支援を行いな

がら、障がいのある子どもとその家族等に対する支援を継続します。 

 

４ 就労継続支援 B 型事業の一般就労への移行 

項  目 数 値 備   考 

令和３年度の移行実績 6 人  

目標値：令和８年度の一般就

労移行者数 

１２人 

令和３年度一般就労移行

実績の概ね1.98※（1.28

＋0.70）倍以上 

※国の基本指針に基づき、第６期障害福祉計画で定めた令和５年度末の目標値

に対する未達成割合を、令和８年度末におけるそれぞれの目標値に加えた

値。 

 

５ 障がい児支援の提供体制の整備 

 

国の基本指針に定める目標値 

・児童発達支援センターを市町村に少なくとも１ヶ所以上設置 

 ・全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包容「（インクルー

ジョン）を推進する体制を構築 

 ・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサ

ービス事業所を各市町村に少なくとも１箇所以上確保 

 ・医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、令和８年度末までに、

保健、医療、福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の

場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置

することを基本とする。 

 

 

・  本市では、小樽市こども発達支援センター及び「児童発達支援センター」

である小樽市さくら学園が、障がいのある子どもへの支援体制の中核的な

役割を果たしており、今期においても専門的な相談や、療育支援を行いな

がら、障がいのある子どもとその家族等に対する支援を継続します。 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

・ 小樽市こども発達支援センター、小樽市さくら学園及び地域の障害児通

所支援事業所等が、保育所等訪問支援等を活用しながら、障がいのある子

どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）が促進されるよう、

適切な支援を行います。 

 

・ 重症心身障がいのある子どもへの支援については、主に重い障がいのあ

る子どもに対応する障害児通所支援事業所（児童発達支援、放課後等デイ

サービス）が市内に１か所確保されており、今期においても保護者や相談

支援事業所等との連携を継続します。 

 

 ・ 医療的ケアを必要とする子どもとその家族が、適切な支援を受け安心し

て地域生活を送ることができるよう、令和３年度から「小樽市医療的ケア

児及びその家族に対する支援検討会議」を設置しており、今期においても

定期的な協議を継続します。 

  また、小樽市福祉保険部福祉総合相談室や地域の相談支援事業所に、医

療的ケア児等に関するコーディネーターが配置されており、医療的ケア児

の支援に向けて関係機関との調整を行います。 

 

６ 相談支援体制の充実・強化等     

 

国の基本指針に定める目標 

令和８年度末までに、各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な

相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保す

ることを基本とする。 

 

障がいの種別や多様化するニーズに応じた総合的・専門的な相談支援の実

施及び地域の相談支援体制の強化に向けた取組を着実に進めていくため、相

談支援事業所、関係機関、関係部署等が連携を強化するとともに、基幹相談

支援センターによる研修の実施などにより、人材育成の支援に取り組みま

す。 

 

図表は省略 

 

 

・ 小樽市こども発達支援センター、小樽市さくら学園及び地域の障害児通

所支援事業所等が、保育所等訪問支援等を活用しながら、障がいのある子

どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）が促進されるよう、

適切な支援を行います。 

 

・ 重症心身障がいのある子どもへの支援については、主に重い障がいのあ

る子どもに対応する障害児通所支援事業所（児童発達支援、放課後等デイ

サービス）が市内に１か所確保されており、今期においても保護者や相談

支援事業所等との連携を継続します。 

 

 ・ 医療的ケアを必要とする子どもとその家族が、適切な支援を受け安心し

て地域生活を送ることができるよう、令和３年度から「小樽市医療的ケア

児及びその家族に対する支援検討会議」を設置しており、今期においても

定期的な協議を継続します。 

  また、小樽市福祉保険部福祉総合相談室や地域の相談支援事業所に、医

療的ケア児等に関するコーディネーターが配置されており、医療的ケア児

の支援に向けて関係機関との調整を行います。 

 

６ 相談支援体制の充実・強化等     

 

国の基本指針に定める目標 

令和８年度末までに、各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な

相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保す

ることを基本とする。 

 

障がいの種別や多様化するニーズに応じた総合的・専門的な相談支援の実

施及び地域の相談支援体制の強化に向けた取組を着実に進めていくため、相

談支援事業所、関係機関、関係部署等が連携を強化するとともに、基幹相談

支援センターによる研修の実施などにより、人材育成の支援に取り組みま

す。 

 

図表は省略 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

７ 障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る体制の

構築 

 

国の基本指針に定める目標 

令和 8 年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組

に関する事項を実施する体制を構築することを基本とする。 

 

障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業所が参入している

中で、本市の職員や事業者が障害者総合支援法の具体的な内容を理解し、利

用者が真に必要とするサービス等の提供を行うことができるよう、北海道が

実施する障害福祉サービス等に係る研修や専門知識の向上のための研修へ

の積極的な参加を図ります。 

また、毎月の国保連審査結果の確認と修正作業を継続するとともに、報酬

改定や誤りやすいケース等について周知し、請求の過誤をなくすための取組

と適正な運営を行う事業所の確保に努めます。 

 

図表は省略 

 

 

第５章 障害福祉サービス、計画相談支援等の種類ごとの見込量 

第６期計画の各年度の利用実績及び令和８年度までの見込量は、次のと

おりです。 

 

１ 「訪問系サービス」のサービス見込量    

 

障がいのある人が地域で安心した生活をするために、居宅介護（ホームヘ

ルプ）や外出を支援する同行援護、行動援護などの訪問系サービスは重要な 

役割を担っています。 

前期計画期間中は、居宅介護サービスにおいて、実績が計画を上回ってい

ますが、その他のサービスについては実績が計画を下回っていることから、

第７期計画期間においては前期での実績等を勘案し、見込量を設定します。 

 

図表は省略 

 

７ 障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る体制の

構築 

 

国の基本指針に定める目標 

令和 8 年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組

に関する事項を実施する体制を構築することを基本とする。 

 

障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業所が参入している

中で、本市の職員や事業者が障害者総合支援法の具体的な内容を理解し、利

用者が真に必要とするサービス等の提供を行うことができるよう、北海道が

実施する障害福祉サービス等に係る研修や専門知識の向上のための研修へ

の積極的な参加を図ります。 

また、毎月の国保連審査結果の確認と修正作業を継続するとともに、報酬

改定や誤りやすいケース等について周知し、請求の過誤をなくすための取組

と適正な運営を行う事業所の確保に努めます。 

 

図表は省略 

 

 

第５章 障害福祉サービス、計画相談支援等の種類ごとの見込量 

第６期計画の各年度の利用実績及び令和８年度までの見込量は、次のと

おりです。 

 

１ 「訪問系サービス」のサービス見込量    

 

障がいのある人が地域で安心した生活をするために、居宅介護（ホームヘ

ルプ）や外出を支援する同行援護、行動援護などの訪問系サービスは重要な 

役割を担っています。 

前期計画期間中は、居宅介護サービスにおいて、実績が計画を上回ってい

ますが、その他のサービスについては実績が計画を下回っていることから、

第７期計画期間においては前期での実績等を勘案し、見込量を設定します。 

 

図表は省略 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

２ 「日中活動系サービス」のサービス見込量   

 

障がい者の日中活動の場として、希望や目的に応じたサービスが提供され

ています。 

前期計画期間は、就労継続支援Ａ型及びＢ型サービスにおいて、実績が計

画を上回っていますが、その他のサービスについては実績が計画を下回って

いることから、第７期計画期間においては前期での実績等を勘案し、見込量

を設定します。 

 

図表は省略 

 

３ 「居住系サービス」のサービス利用見込者数   

 

グループホーム利用者は、親元から離れてグループホームでの生活を希望

する方、長期入院や施設入所から地域での生活へ移行することを希望する方

が今後も増えるものと予想され、グループホームの施設数が増加しているこ

とと相まって、利用者の増加を見込みます。 

施設入所者は、高齢化や障がいの重度化などにより、地域移行を促進する

ことに難しい課題もありますが、令和８年度末の施設入所者数を 26４人と

見込みます。 

 

図表は省略 

 

４ 「相談支援」のサービス利用見込者数  

 

本市では、障害福祉サービスを利用する全ての方に、サービス等利用計画

が作成されています。 

第７期計画期間も引き続き、サービス等利用計画に基づき、相談支援事業

所との連携による適切なサービス利用を支援することで、利用者数の増加を

見込みます。 

 

図表は省略 

 

２ 「日中活動系サービス」のサービス見込量   

 

障がい者の日中活動の場として、希望や目的に応じたサービスが提供され

ています。 

前期計画期間は、就労継続支援Ａ型及びＢ型サービスにおいて、実績が計

画を上回っていますが、その他のサービスについては実績が計画を下回って

いることから、第７期計画期間においては前期での実績等を勘案し、見込量

を設定します。 

 

図表は省略 

 

３ 「居住系サービス」のサービス利用見込者数   

 

グループホーム利用者は、親元から離れてグループホームでの生活を希望

する方、長期入院や施設入所から地域での生活へ移行することを希望する方

が今後も増えるものと予想され、グループホームの施設数が増加しているこ

とと相まって、利用者の増加を見込みます。 

施設入所者は、高齢化や障がいの重度化などにより、地域移行を促進する

ことに難しい課題もありますが、令和８年度末の施設入所者数を 26４人と

見込みます。 

 

図表は省略 

 

４ 「相談支援」のサービス利用見込者数  

 

本市では、障害福祉サービスを利用する全ての方に、サービス等利用計画

が作成されています。 

第７期計画期間も引き続き、サービス等利用計画に基づき、相談支援事業

所との連携による適切なサービス利用を支援することで、利用者数の増加を

見込みます。 

 

図表は省略 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

５ 「障害児相談支援」のサービス利用見込者数   

 

本市では、障害児通所支援サービスを利用する全ての障がいのある子ども

に、障害児支援利用計画が作成されています。 

第７期計画期間も引き続き、障害児支援利用計画に基づき、障害児相談支

援事業所との連携による適切なサービス利用を支援することで、利用者数の

増加を見込みます。 

 

図表は省略 

 

６ 「障害児通所支援」のサービス利用見込量  

 

児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援は、事業所の

増加も相まって、利用者及び利用回数が増加傾向にあります。 

第７期計画期間においても、障害児支援利用計画に基づき、これらのサー

ビスの利用増加を見込みます。 

 

図表は省略 

 

 

 

５ 「障害児相談支援」のサービス利用見込者数   

 

本市では、障害児通所支援サービスを利用する全ての障がいのある子ども

に、障害児支援利用計画が作成されています。 

第７期計画期間も引き続き、障害児支援利用計画に基づき、障害児相談支

援事業所との連携による適切なサービス利用を支援することで、利用者数の

増加を見込みます。 

 

図表は省略 

 

６ 「障害児通所支援」のサービス利用見込量  

 

児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援は、事業所の

増加も相まって、利用者及び利用回数が増加傾向にあります。 

第７期計画期間においても、障害児支援利用計画に基づき、これらのサー

ビスの利用増加を見込みます。 

 

図表は省略 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

第６章 地域生活支援支援事業の実施 

 

地域生活支援事業は、障害者総合支援法に基づき、障がいのある人の地域で

の生活を支える事業を、市町村が地域の特性や実情に応じて柔軟に実施する事

業です。 

 「相談支援事業」や「意思疎通支援事業」など国が定める必須事業のほか、

市町村の判断により、障がいのある人の日常生活又は社会生活を支援するため

に必要な事業を任意事業として実施します。 

 

１ 実施する事業の内容   

本市では、第７期計画期間中に、次の事業を実施します。 

なお、必須事業のうち、基幹相談支援センター等機能強化事業及び地域活

動支援センター機能強化事業は、地域住民からの相談を地域全体の支援機関

や関係者が断らずに受け止め、つながり続ける支援体制を構築する重層的支

援体制整備事業の構成事業として位置付けます。 

 

＜必須事業＞ 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 

   障がいのある人が日常生活及び社会生活を営む上で生じる｢社会的障

壁｣を取り除くため、地域住民に対して障がいのある人への理解を深め

るための研修・啓発事業を行います。 

 

（２）自発的活動支援事業 

障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる

よう、障がいのある人、その家族、地域住民等による地域における自発

的な取組を支援します。  

 

（３）相談支援事業 

    障がいのある人やその家族などからの相談に応じ、必要な情報の提

供、助言、指導などを行うとともに、障がいのある人と障害福祉サービ

ス事業者との連絡調整などを行います。 

 

 

 

第６章 地域生活支援支援事業の実施 

 

地域生活支援事業は、障害者総合支援法に基づき、障がいのある人の地域で

の生活を支える事業を、市町村が地域の特性や実情に応じて柔軟に実施する事

業です。 

 「相談支援事業」や「意思疎通支援事業」など国が定める必須事業のほか、

市町村の判断により、障がいのある人の日常生活又は社会生活を支援するため

に必要な事業を任意事業として実施します。 

 

１ 実施する事業の内容   

本市では、第７期計画期間中に、次の事業を実施します。 

なお、必須事業のうち、基幹相談支援センター等機能強化事業及び地域活

動支援センター機能強化事業は、地域住民からの相談を地域全体の支援機関

や関係者が断らずに受け止め、つながり続ける支援体制を構築する重層的支

援体制整備事業の構成事業として位置付けます。 

 

＜必須事業＞ 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 

   障がいのある人が日常生活及び社会生活を営む上で生じる｢社会的障

壁｣を取り除くため、地域住民に対して障がいのある人への理解を深め

るための研修・啓発事業を行います。 

 

（２）自発的活動支援事業 

障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる

よう、障がいのある人、その家族、地域住民等による地域における自発

的な取組を支援します。  

 

（３）相談支援事業 

    障がいのある人やその家族などからの相談に応じ、必要な情報の提

供、助言、指導などを行うとともに、障がいのある人と障害福祉サービ

ス事業者との連絡調整などを行います。 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

① 基幹相談支援センター等機能強化事業 

一般的な相談支援事業に加え、主任相談支援専門員や社会福祉

士等の特に必要と認められる能力を有する専門職員を配置しま

す。 

② 住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がい

ない等の理由により入居が困難な障がいのある人に対し、入居に

必要な調整等に係る支援体制の構築について検討します。 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 

    判断能力が不十分な知的又は精神障がいのある人に対し、成年後見制

度の利用に要する費用を支援することにより、権利擁護を図ります。 

 

（５）意思疎通支援事業 

    聴覚、言語機能、音声機能、視覚などの障がいのため意思疎通を図る

ことが困難な障がいのある人に対し、手話通訳及び要約筆記の派遣事業

等により、意思疎通の円滑化を図ります。また、視覚に障がいのある人

の意思疎通を支援する代筆・代読支援員派遣事業に取り組みます。 

 

（６）日常生活用具給付等事業 

    障がいのある人に対し、日常生活用具や住宅改修費の給付などによ

り、日常生活上の便宜を図り、在宅福祉を増進します。 

 

（７）手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がいのある人の日常生活や社会生活を支援するために、手話で

日常会話ができる程度の技術を持つ人を養成します。 

 

（８）移動支援事業 

    障がいのある人に対し、移動介護、視覚障害者ガイドヘルパー派遣、

リフト付き乗用車による送迎、リフト付きマイクロバスの運行により、

社会参加の促進を図ります。 
 

 

① 基幹相談支援センター等機能強化事業 

一般的な相談支援事業に加え、主任相談支援専門員や社会福祉

士等の特に必要と認められる能力を有する専門職員を配置しま

す。 

② 住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がい

ない等の理由により入居が困難な障がいのある人に対し、入居に

必要な調整等に係る支援体制の構築について検討します。 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 

    判断能力が不十分な知的又は精神障がいのある人に対し、成年後見制

度の利用に要する費用を支援することにより、権利擁護を図ります。 

 

（５）意思疎通支援事業 

    聴覚、言語機能、音声機能、視覚などの障がいのため意思疎通を図る

ことが困難な障がいのある人に対し、手話通訳及び要約筆記の派遣事業

等により、意思疎通の円滑化を図ります。また、視覚に障がいのある人

の意思疎通を支援する代筆・代読支援員派遣事業に取り組みます。 

 

（６）日常生活用具給付等事業 

    障がいのある人に対し、日常生活用具や住宅改修費の給付などによ

り、日常生活上の便宜を図り、在宅福祉を増進します。 

 

（７）手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がいのある人の日常生活や社会生活を支援するために、手話で

日常会話ができる程度の技術を持つ人を養成します。 

 

（８）移動支援事業 

    障がいのある人に対し、移動介護、視覚障害者ガイドヘルパー派遣、

リフト付き乗用車による送迎、リフト付きマイクロバスの運行により、

社会参加の促進を図ります。 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

（９）地域活動支援センター機能強化事業 

    障がいのある人に対し、地域活動支援センターにおいて、創作的活動

や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などを通じ、地域生活で

の支援の充実を図ります。 

 

＜任意事業＞ 

 

（１）福祉ホーム運営事業 

    福祉ホームにおいて、低額な料金で居室その他の設備を利用させると

ともに、日常生活に必要なサービスや支援を提供します。 

 

（２）訪問入浴サービス事業 

    重度の身体障がいのある人に対し、移動入浴車による訪問により、  

居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の  

維持を図ります。 

 

（３）生活訓練事業 

    喉頭摘出者に対し、食道発声法、電気発声法などにより発声訓練を  

行い、生活の質の向上、社会復帰の促進を図ります。 

 

（４）日中一時支援事業 

    障がいのある人の日中における活動の場を確保し、日常的に介護して

いる家族の一時的な負担軽減を図ります。 

 

（５）社会参加促進事業 

   障がいのある人の社会参加を支援するための事業を実施します。 

     ・ 奉仕員養成事業 

要約筆記奉仕員、点訳奉仕員・録音図書奉仕員 

・ 点字･声の広報等発行事業 

・ 自動車運転免許取得･自動車改造費助成事業 

 

 

（９）地域活動支援センター機能強化事業 

    障がいのある人に対し、地域活動支援センターにおいて、創作的活動

や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などを通じ、地域生活で

の支援の充実を図ります。 

 

＜任意事業＞ 

 

（１）福祉ホーム運営事業 

    福祉ホームにおいて、低額な料金で居室その他の設備を利用させると

ともに、日常生活に必要なサービスや支援を提供します。 

 

（２）訪問入浴サービス事業 

    重度の身体障がいのある人に対し、移動入浴車による訪問により、  

居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の  

維持を図ります。 

 

（３）生活訓練事業 

    喉頭摘出者に対し、食道発声法、電気発声法などにより発声訓練を  

行い、生活の質の向上、社会復帰の促進を図ります。 

 

（４）日中一時支援事業 

    障がいのある人の日中における活動の場を確保し、日常的に介護して

いる家族の一時的な負担軽減を図ります。 

 

（５）社会参加促進事業 

   障がいのある人の社会参加を支援するための事業を実施します。 

     ・ 奉仕員養成事業 

要約筆記奉仕員、点訳奉仕員・録音図書奉仕員 

・ 点字･声の広報等発行事業 

・ 自動車運転免許取得･自動車改造費助成事業 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

（６）地域移行のための安心生活支援 

    障がいがあっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう地域生活へ

の移行や地域定着を支援することを目的に、地域生活を支援するための 

サービス提供体制の調整を図るコーディネーターの配置を検討します。 

 

 

２ 各年度におけるサービス量の見込み  

 

 

図表は省略 

 

（６）地域移行のための安心生活支援 

    障がいがあっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう地域生活へ

の移行や地域定着を支援することを目的に、地域生活を支援するための 

サービス提供体制の調整を図るコーディネーターの配置を検討します。 

 

 

２ 各年度におけるサービス量の見込み  

 

 

図表は省略 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

第７章 その他障害福祉サービス等の円滑な実施を確保するための方策 

 

１ 権利擁護の推進   

 

（１）虐待の防止 

平成２４年１０月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者

に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」を踏まえ、虐待防止

に係る取組には、福祉、保健・医療、教育、雇用など広範な分野の連携が

必要です。 

小樽市では、福祉保険部内に「小樽市障害者虐待防止センター」を設

置し、「小樽市虐待防止対応マニュアル｣に基づき、北海道などと連携し、

住民等からの虐待に関する通報等に速やかに対応しています。 

また、小樽警察署や法務局等の関係機関からなる「小樽市障害者虐待

防止・差別解消連携協議会」を定期的に開催するとともに、関係機関の

ネットワークを活用して、虐待の未然の防止、虐待発生時の迅速な対応、

地域住民への啓発活動、関係機関・法人・団体などとの協力体制の整備

を進め、虐待の防止に努めています。 

 

（２）差別解消法等への取組 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解

消法）」の施行（平成２８年４月）に伴い、小樽市では、「職員対応要領」

を作成し、職員による障がい者に対する「不当な差別的取扱い」の禁止

や、「合理的配慮の提供」についての研修を行うなど、周知徹底に努めて

います。 

また、既存の「小樽市障害者虐待防止等連携協議会」を、差別解消に

向けた関係機関による協議の場としての役割を加えた「小樽市障害者虐

待防止・差別解消連携協議会」に改め定期的に開催することで、関係機

関による情報共有等の体制整備を図っているほか、障害者差別解消法の

改正により、令和６年４月から民間事業者の障がいのある人に対する合

理的配慮の提供が法的義務化されることについて、周知に努めます。 

 

 

第７章 その他障害福祉サービス等の円滑な実施を確保するための方策 

 

１ 権利擁護の推進   

 

（１）虐待の防止 

平成２４年１０月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者

に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」を踏まえ、虐待防止

に係る取組には、福祉、保健・医療、教育、雇用など広範な分野の連携が

必要です。 

小樽市では、福祉保険部内に「小樽市障害者虐待防止センター」を設

置し、「小樽市虐待防止対応マニュアル｣に基づき、北海道などと連携し、

住民等からの虐待に関する通報等に速やかに対応しています。 

また、小樽警察署や法務局等の関係機関からなる「小樽市障害者虐待

防止・差別解消連携協議会」を定期的に開催するとともに、関係機関の

ネットワークを活用して、虐待の未然の防止、虐待発生時の迅速な対応、

地域住民への啓発活動、関係機関・法人・団体などとの協力体制の整備

を進め、虐待の防止に努めています。 

 

（２）差別解消法等への取組 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解

消法）」の施行（平成２８年４月）に伴い、小樽市では、「職員対応要領」

を作成し、職員による障がい者に対する「不当な差別的取扱い」の禁止

や、「合理的配慮の提供」についての研修を行うなど、周知徹底に努めて

います。 

また、既存の「小樽市障害者虐待防止等連携協議会」を、差別解消に

向けた関係機関による協議の場としての役割を加えた「小樽市障害者虐

待防止・差別解消連携協議会」に改め定期的に開催することで、関係機

関による情報共有等の体制整備を図っているほか、障害者差別解消法の

改正により、令和６年４月から民間事業者の障がいのある人に対する合

理的配慮の提供が法的義務化されることについて、周知に努めます。 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

なお、平成２６年１月に批准された障害者権利条約に基づき、令和４

年９月に国連障害者権利委員会から日本政府に対し、障がいのある人の

地域移行やインクルーシブ教育等について改善勧告が出されました。 

本市では、国や北海道と情報共有を図りながら、関係機関や障害福祉

サービスを提供する事業者等と協力し、障がいのある人が差別を受ける

ことなく、地域において自ら選択した生活を送ることができるよう、適

切な支援体制について検討を図ります。 

 

２ コミュニケーション支援の推進   

 

本市では、平成３０年３月に制定した「小樽市障がいのある人の情報

取得・コミュニケーション促進条例」及び「小樽市手話言語条例」に基づ

き、市民や事業者に対して、障がいのある人のコミュニケーション手段に

は手話、点字、要約筆記、音訳、平易な表現など多様なものがあることを

市民に広げるとともに、令和４年５月に施行された「障害者による情報の

取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（障害者情報

アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法）」に基づき、電話リレ

ーサービス等の情報通信技術を利用したサービスや障がいの特性に応じた

多様な手段を利用できる環境整備を図ります。 

また、コミュニケーションを支援する手話通訳者や点訳者、要約筆記

者などの養成研修を実施し、その担い手の育成に努めます。 

 

３ 心のバリアフリーの推進    

 

外見からは障がいがあるとか配慮を必要としていることなどが分かりに

くい方が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができる環

境づくりとして、「ヘルプマーク」や「ヘルプカード」の普及啓発を図りま

す。 

併せて、障がいのある人への理解を深め、さまざまな心身の特性や考え

方を持つ全ての人々が、相互理解のためにコミュニケーションを取り、支

え合う「心のバリアフリー」の普及啓発に、引き続き取り組みます。 

 

なお、平成２６年１月に批准された障害者権利条約に基づき、令和４

年９月に国連障害者権利委員会から日本政府に対し、障がいのある人の

地域移行やインクルーシブ教育等について改善勧告が出されました。 

本市では、国や北海道と情報共有を図りながら、関係機関や障害福祉

サービスを提供する事業者等と協力し、障がいのある人が差別を受ける

ことなく、地域において自ら選択した生活を送ることができるよう、適

切な支援体制について検討を図ります。 

 

２ コミュニケーション支援の推進   

 

本市では、平成３０年３月に制定した「小樽市障がいのある人の情報

取得・コミュニケーション促進条例」及び「小樽市手話言語条例」に基づ

き、市民や事業者に対して、障がいのある人のコミュニケーション手段に

は手話、点字、要約筆記、音訳、平易な表現など多様なものがあることを

市民に広げるとともに、令和４年５月に施行された「障害者による情報の

取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（障害者情報

アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法）」に基づき、電話リレ

ーサービス等の情報通信技術を利用したサービスや障がいの特性に応じた

多様な手段を利用できる環境整備を図ります。 

また、コミュニケーションを支援する手話通訳者や点訳者、要約筆記

者などの養成研修を実施し、その担い手の育成に努めます。 

 

３ 心のバリアフリーの推進    

 

外見からは障がいがあるとか配慮を必要としていることなどが分かりに

くい方が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができる環

境づくりとして、「ヘルプマーク」や「ヘルプカード」の普及啓発を図りま

す。 

併せて、障がいのある人への理解を深め、さまざまな心身の特性や考え

方を持つ全ての人々が、相互理解のためにコミュニケーションを取り、支

え合う「心のバリアフリー」の普及啓発に、引き続き取り組みます。 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

４ 障がい福祉人材の確保・育成・定着への取組     

 

障がい福祉の職場は、人と人が関わり支え合う、やりがいと魅力のある

職場です。また、高齢化が進む中で支援を必要とする人々を支える仕事の

重要性は高まっており、今後も安定的に、質の高い障害福祉サービスを提

供するためには、人材の確保・育成・定着を図っていくことが求められて

います。 

このため、北海道や小樽市社会福祉協議会、障害福祉サービスを提供す

る事業者、関係機関等と情報共有・連携強化を図りながら、障がい福祉の

職場の魅力発信、実習生やインターンシップの受入れ、研修の機会の充実、

働きやすい職場環境づくり及び ICTやロボットの導入による職員の負担軽

減等の取組について検討を行います。 

 

第８章 計画の推進等 

 

１ 連携・協力の確保       

 

障害福祉サービス、障害児通所支援及び地域生活支援事業などの見込量

を確保するためには、地域全体で障がいのある人を支える力を高め、福祉、

保健・医療、教育、雇用など広範な分野の連携が必要になります。 

このため、「小樽市障がい児・者支援協議会」を中心とした関係者のネッ

トワークづくり、地域住民への啓発活動、関係機関・法人・団体などの協

力体制の整備を進め、事業の推進に努めます。 

併せて、年齢や性別、障がいの有無等にかかわらず、引きこもりや８０

５０問題等も含めた地域住民の困りごとや相談を地域全体の支援機関や関

係者が連携して解決につなげるため、子育て世代包括支援センター等の子

ども・子育てに関する相談機関、地域包括支援センター、生活支援課、福

祉総合相談室自立支援グループ、保健所、教育委員会等の地域の相談・支

援機関や関係機関、関係部局と緊密に連携して、重層的な支援体制の構築

に努めます。 

 

 

４ 障害福祉人材の確保・育成・定着への取組     

 

障害福祉の職場は、人と人が関わり支え合う、やりがいと魅力のある職

場です。また、高齢化が進む中で支援を必要とする人々を支える仕事の重

要性は高まっており、今後も安定的に、質の高い障害福祉サービスを提供

するためには、人材の確保・育成・定着を図っていくことが求められてい

ます。 

このため、北海道や小樽市社会福祉協議会、障害福祉サービスを提供す

る事業者、関係機関等と情報共有・連携強化を図りながら、障害福祉の職

場の魅力発信、実習生やインターンシップの受入れ、研修の機会の充実、

働きやすい職場環境づくり及び ICT やロボットの導入による職員の負担軽

減等の取組について検討を行います。 

 

第８章 計画の推進等 

 

１ 連携・協力の確保       

 

障害福祉サービス、障害児通所支援及び地域生活支援事業などの見込量

を確保するためには、地域全体で障がいのある人を支える力を高め、福祉、

保健・医療、教育、雇用など広範な分野の連携が必要になります。 

このため、「小樽市障がい児・者支援協議会」を中心とした関係者のネッ

トワークづくり、地域住民への啓発活動、関係機関・法人・団体などの協

力体制の整備を進め、事業の推進に努めます。 

併せて、年齢や性別、障がいの有無等にかかわらず、引きこもりや８０

５０問題等も含めた地域住民の困りごとや相談を地域全体の支援機関や関

係者が連携して解決につなげるため、子育て世代包括支援センター等の子

ども・子育てに関する相談機関、地域包括支援センター、生活支援課、福

祉総合相談室自立支援グループ、保健所、教育委員会等の地域の相談・支

援機関や関係機関、関係部局と緊密に連携して、重層的な支援体制の構築

に努めます。 

 

 

文言整理 
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パブリックコメント後の修正案 素案 備考 

 

２ 計画の点検・評価     

 

毎年度、障害福祉サービス、障害児通所支援及び地域生活支援事業な

どに係る施策や事業について、その進捗状況を点検・評価するとともに、

「小樽市障がい児・者支援協議会」の意見などを踏まえ、次期障がい福祉

計画・障がい児福祉計画の策定に反映させます。 

また、障がい福祉計画等における成果目標等について、少なくとも年

に１回は実績を把握し、国等の障がい者施策や関連施策の動向も踏まえな

がら、「小樽市障がい児・者支援協議会」において分析及び評価を行います。 

 

３ 情報提供             

 
障害福祉サービス、障害児通所支援及び地域生活支援事業などに関す

る情報のほか、保健、医療、福祉に関する様々な情報について、広報（点

字版・音声版を含む。）やパンフレット、障がい者ハンドブック、ホームペ

ージ、アプリなどを活用した情報提供の充実を図ります。 

 

 

２ 計画の点検・評価     

 

毎年度、障害福祉サービス、障害児通所支援及び地域生活支援事業な

どに係る施策や事業について、その進捗状況を点検・評価するとともに、

「小樽市障がい児・者支援協議会」の意見などを踏まえ、次期障がい福祉

計画・障がい児福祉計画の策定に反映させます。 

また、障がい福祉計画等における成果目標等について、少なくとも年

に１回は実績を把握し、国等の障がい者施策や関連施策の動向も踏まえな

がら、「小樽市障がい児・者支援協議会」において分析及び評価を行います。 

 

３ 情報提供             

 
障害福祉サービス、障害児通所支援及び地域生活支援事業などに関す

る情報のほか、保健、医療、福祉に関する様々な情報について、広報（点

字版・音声版を含む。）やパンフレット、障がい者ハンドブック、ホームペ

ージ、アプリなどを活用した情報提供の充実を図ります。 

 

 

 


